
. 

市
刈
句
句
、

白
山
跡
中
一
上
道
氏
策
天
文
四
年
十
一
舟
什
八
日
従
一
点
し
た
。
後
経
邸
元
年
八
舟
氏
時
間
再
び
跡
中
一
般
に
任
ぜ
ら

紋
下
に
叙
す
る
と
あ
る
O

J

れ
た
が
、
同
月
十
七
日
そ
の
宅
れ
か
ら
防
火
し
て
跡

カ
ミ

εチ
ウ
ヂ
ヒ
ラ
上
道
氏
卒
白
山
本
宮
の
段
以
下
を
焼
き
‘
九

nそ
の
子
氏
一
冗
裂
い
だ
。
氏
蛾

執
行
服
。
上
泊
民
吉
の
嫡
子
。
承
保
二
年
十
Hn
七
日
・
は
宮
保
人
泊
と
脱
し
、
法
れ
は
泌
阿
、
弘
同
氏
周
年
九

同
市
の
雌
見
に
よ
っ
て
執
行
胞
に
任
ぜ
ら
れ
、
在
職

vn十
九
日
八
十
九
段
で
授
。
こ
の
時
か
ら
執
行
職
を

…
一
一
十
四
年
に
及
ん
だ
υ
こ
の
時
か
ら
椴
校
職
を
執
行
一
副
州
市
臨
と
い
ふ
や
う
に
な
っ
た
。

職
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
た
。
子
氏
縦
そ
の
後
を
放
け
-
カ
ミ
ミ
チ
ウ
ヂ
ヨ
シ
よ
道
氏
吉
白
山
本
宮
の

る
。
凶
に
い
ふ
。
白
山
路
時
制
枇
文
科
に
臨
安
六
年
検
校
版
。
氏
苦
は
式
部
卿
震
明
の
二
一
男
上
道
保
命
の

突
弛
十
一
周
仕
入
日
上
道
氏
.
や
の
契
約
加
担
附
久
武
↑
嫡
子
。
覧
弘
二
年
二
用
十
日
同
司
の
.
鴎
宣
に
よ
っ
て

保
之
内
本
銭
誕
同
地
事
と
題
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
一
検
校
峨
に
任
ぜ
ら
れ
、
制
後
輪
に
在
る
こ
と
七
十
年

こ
の
民
平
は
同
名
山
内
人
で
あ
る
0

・
に
及
ん
だ
。
民
吉
は
上
遊
民
最
初
の
紳
主
で
あ
る
、

カ
ミ
ミ
チ
ウ
ヂ
ヒ
ロ
上
謹
氏
弘
向
山
本
宮
の
子
氏
卒
後
を
滋
け
る
υ

阿
跡
中
心
。
一
苅
和
五
年
六
周
の
白
山
寺
の
節
銘
に
商
紳
喧
カ
ミ
ミ
チ
ウ
ヂ
ヨ

p
よ
鑓
氏
額
白
山
本
宮
の

史

上

治

氏

弘

と

あ

っ

た

。

一

跡

中

川

股

υ

宮
九
六
郎
大
夫
氏
例
の
一
一
一
男
、
相
模
法
栂

カ
ミ
ミ
チ
ウ
ヂ
フ
ユ
よ
議
氏
各
自
山
本
自
の
一
仙
放
の
子
で
、
区
九
四
郎
と
抑
制
し
、
正
泌
三
年
四
局

跡
中
.
峨
。
左
近
大
夫
武
氏
の
嫡
子
、
修
現
花
氏
泌
の
什
七

H
こ
の
聴
に
任
じ
た
。

…
一
一
見
で
、
幼
か
れ
を
お
滋
と
い
う
た
υ
泌
・
・
九
二
年
十
-
一
カ
ミ
ミ
チ
シ
ゲ
タ
ネ
よ
諮
霊
胤
白
山
本
宮
の

月
什
六
日
こ
の
臓
に
任
じ
た
o

一
刺
市
版
。
上
道
氏
椛
の
一
一
一
男
、
彼
川
…
一
一
郎
氏
川
の
こ

カ
ミ
ミ
チ
ウ
ヂ
ム
ネ
上
道
氏
闘
罰
則
山
本
符
の
一
男
、
大
炊
助
氏
胤
の
…
一
一
男
で
、
泌
冊
併
を
揃
部
助
と
い

跡
主
服
。
上
道
民
元
の
弟
笠
間
三
一
郎
氏
則
の
併
係
氏
-
う
た
υ
大
永
七
年
税
制
の
大
永
榊
訴
に
‘
『
託
認
拝
殿

訴
の
嫡
子
で
あ
る
。
白
山
富
舵
搬
出
削
中
記
録
に
、
「
常
一
よ
り
御
前
の
白
洲
へ
飛
下
。
、
手
交
は
た
/
¥
と
う

枇
本
宮
於
二
一
式
百
貨
殴
一
御
一
阻
座
在
ν
之
ω
干
時
長
手
一
ち
な
ら
し
て
、
砂
を
か
み
く
ひ
て
、
こ
ほ
り
水
そ
ひ

武
年
民
巾
六
月
一
目
。
時
之
増
一
人
内
服
守
作
師
、
小
・
き
か
た
ふ
け
、
こ
L

ろ
に
大
慌
を
抗
し
て
、
跡
中
一
掃

山
市
役
枇
家
氏
宗
助
申
o
b
と
あ
る
o

一
都
助
が
ド
人
に
も
た
せ
た
る
太
万
を
う
ば
ひ
と
り
云

カ
ミ
ミ
チ
ウ
ヂ
モ
ト
上
道
氏
一
元
山
山
本
自
の
-
々
o
h

と
い
ふ
も
の
は
是
で
あ
ら
う
。

前
市
聡
o
上
治
氏
峨
の
嫡
子
。
管
刷
新
太
郎
大
夫
と
カ
ミ
ミ
チ
ス
ケ
ウ
ヂ
上
建
資
氏
自
山
本
宮
の

脱
し
、
延
限
元
年
九
舟
什
こ
日
こ
の
般
に
任
じ
、
沈
静
木
版
υ
上
治
氏
元
の
嫡
子
。
左
・
也
大
夫
と
蹴
し
、

必
二
年
子
資
民
に
説
。
、
仁
泊
二
年
七
月
八

H
四
十
-
W
地
・
苅
二
年
十
二

H
こ
の
臓
に
任
じ
、
延
長
一
泊
.
年
闘
官
、

一
一
成
で
間
以
υ

永
仁
五
年
間
十
月
十
四
日
六
十
二
蹴
で
奴
し
た
。

カ
ミ
ミ
チ
ウ
ヂ
号
日
よ
道
氏
盛
山
口
山
本
包
の
カ
ミ
ミ
チ
タ
ξ
ス
ケ
よ
道
民
助
白
山
本
宮
の

執
行
服
。
上
道
民
約
の
嫡
子
。
承
元
二
年
六
周
こ
の
一
前
中
1
0

元
亨
二
年
十
一
月
六
日
祭
誼
の
日
.
破
事
論

鴎
に
任
じ
た
が
、
嘉
隊
三
年
理
不
識
に
静
興
・
を
動
か
一
の
意
趣
に
よ
り
静
主
盛
部
蹄
朝
を
殺
害
し
た
こ
と

ニO
八

認

で

あ

る

。

一

あ

る

。

天

和

二

年

十

二

泊

筋

誕

郎

総

け

、

一

一

一

年

そ

の

カ
ミ
ム
カ
ヘ
紳
迎
諸
制
の
出
雲
よ
り
邸
り
給
一
地
を
幕
府
に
納
め
、
一
一
一
周
什
一
日
か
ら
従
来
下
屋
蜘

ふ
を
迎
へ
た
式
で
、
一
苅
旅
路
Mm十
周
晦
日
に
之
を
行
一
で
あ
っ
た
本
郷
郎
を
町
一
め
て
上
肢
般
と
し
‘
制
後
滞

う
た
が
、
十
一
周
朔
日
に
於
い
て
す
る
地
方
も
あ
っ
一
末
に
及
ん
だ
。
然
る
に
明
治
元
年
十
二
周
築
地
邸
を

た
。
今
は
十
一
周
三
十
日
を
部
泊
と
す
る
。
一
賜
ふ
に
及
び
て
、
本
郷
郎
を
中
腿
般
と
抑
制
し
た
が
、

カ

εム
ギ
タ
チ
よ
夢
口
付
円
ム
ヵ
能
央
部
鶴
一
三
年
五
周
築
地
郎
を
誕
上
し
て
、
代
ふ
る
に
筋
諮
橋

梅

郷

に

臨

す

る

部

帯

。

一

郎

を

受

け

た

が

、

そ

れ

も

幾

な

ら

ず

し

て

八

刃

返

上

カ
ミ
モ
リ
ジ
マ
よ
森
島
石
川
郡
森
島
の
内
の
一
し
た
か
ら
、
一
時
で
も
上
肢
般
と
古
う
た
か
ど
う
か

小

手

。

て

は

判

ら

な

い

0

.
印
し
て
本
郷
郎
は
八

H
か
ら
官
邸
と

カ
ミ
ヤ
上
谷
風
京
都
柳
町
の
内
の
小
字
。
一
一
群
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

カ
ミ
ヤ
イ
チ
ベ
Z

紙
屋
市
兵
衛
金
禅
の
市
入
。
-
カ
ミ
ヤ
シ
ョ
ウ
ザ
プ
ロ
ウ
紙
屋
庄
三
郎

4
ナ

申
凶
氏
、
名
は
長
堅
、
字
は
仲
間
、
背
城
と
概
し
た
。
一
カ
タ
シ
ョ
ウ
ザ
プ
ロ
ウ
巾
川
庄
三
郎
。

博
治
の
問
え
が
あ
っ
て
静
を
能
く
し
、
飽
草
阪
と
親
一
カ
ξ
ヤ
シ
ョ
ウ
ジ
紙
屋
小
路
金
制
作
の
都
町
向
。

交

が

あ

っ

た

。

一

石

油

町

か

ら

お

衛

門

橋

へ

仲

間

〈

小

山

町

で

、

仲

間

時

統

制

民

カ
ミ
ヤ
キ
Z

ン
紳
谷
海
閤
金
仰
の
俳
人
。
石
一
九
右
衛
門
が
此
の
小
山
町
の
向
に
阿
佐
し
た
か
ら
の
れ

浦
町
抵
屋
氏
の
養
子
で
、
初
名
を
弼
三
八
と
い
ひ
、
一
一
栴
で
あ
る
。

明
治
の
後
は
紳
符
閥
次
郎
と
股
め
た
o
w
w
路
三
代
を
一
カ

εヤ
ス
エ
上
安
江
石
川
柑
桜
月
応
に
附
す

嗣
ぎ
、
後
に
初
脅
賂
と
鴻
し
た
が
、
一
一
一
十
年
の
頃
藤
一
る
部
前
。

を
失
う
て
郷
を
出
で
、
そ
の
終
る
所
を
明
ら
か
に
せ
↑
カ
ミ
ヤ
ス
ダ
上
安
田
石
川
端
山
ね
郷
に
崩
す

ぬ

。

一

る

都

稿

。

m
院
長
一
一
一
年
九
月
八
日
附
前
川
利
家
の
奥
ヘ

カ
ミ
ヤ
タ
Z

号
ン
紙
屋
九
右
衛
門
金
持
石
・
浦
一
た
諸
役
兎
除
の
印
物
に
、
滑
川
・
安
川
村
川
姓
巾
と

町
の
抑
制
家
で
、
そ
の
商
側
右
衛
門
橋
へ
往
く
小
路
の
一
あ
る
。
後
に
都
内
の
北
安
川
村
に
対
し
て
上
安
川
と

角
で
あ
っ
た
。
部
停
に
紙
屋
は
金
部
調
遣
業
の
必
組
一
い
ふ
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
寛
政
の
頃
に
主
っ
て
本
訴
し
一
力
ミ
ヤ
ス
ダ
シ
ン
上
安
田
新
石
川
部
山
尚
郷

て

こ

の

地

を

去

っ

た

。

一

に

幽

す

る

郎

前

υ

香

川

新

と

共

に

泌

上

向

と

総

都

し

カ
ミ
ヤ
サ
ト
よ
八
塁
能
尖
郷
'
泌
総
郷
に
出
す
一
た
が
、
そ
の
地
能
尖
揃
間
作
品
と
人
命
日
に
な
っ
て
阿

る

部

務

。

一

た

か

ら

、

明

治

什

四

年

凡

べ

て

之

を

石

川

榔

に

邸

せ

カ
ミ
ヤ
シ
キ
上
屋
取
加
到
滞
の
江
戸
に
於
け
一
し
め
、
新
た
に
m
A
H
ぬ
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
υ

る
上
屋
敷
は
、
殴
長
十
年
前
附
利
治
が
徳
川
家
康
か
一
カ
ミ
ヤ
ス
ハ
ラ
よ
安
原
石
川
端
織
江
郷
に
凶

ら
受
け
た
江
戸
城
和
仰
れ
門
外
の
民
口
邸
を
以
て
初
一
す
る
部
訴
。
加
施
能
銘
氾
に
制
内
の
か
n
品
を
列
壊
し

と
す
る
。
明
時
三
年
正
用
辰
口
邸
火
災
に
催
。
、
五
一
た
う
ち
に
、
上
安
原
の
誌
や
・
判
明
せ
、
散
に
安
漆
之
釣

周
そ
の
地
を
幕
府
に
納
れ
、
之
に
代
へ
て
筋
謹
欝
外
一
と
あ
る
の
は
、
安
原
を
安
臆
の
義
に
取
っ
た
も
の
で
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